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第１章 総則 

 

第１節 目的 

この指針は、茨城県における危機管理についての基本的な考え方を定めることにより、

危機管理体制を強化するとともに、県民等に重大な被害、損害を及ぼす事故、事件等から

県民の生命・身体・財産を守り、もって県民生活の安定を図ることを目的とする。 

  
第２節 対象とする危機事象 

この指針の対象とする「危機事象」とは、「別表１」のとおり、県民の生活に重大な影

響を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある事故・事件等、又は県民等の生命、身体若しく

は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある事件・事故等をいう。ただし、法律

に基づく県の計画が定められている以下の事象については、この指針の対象とする危機事

象から除く。 

⑴ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災害 

⑵ 石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）第２条第３号に規定す

る災害 

⑶ 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民

の安全の確保に関する法律（平成１５年法律第７９号）第２条第２号及び第３号に規

定する武力攻撃事態等及び第２２条第１項に規定する緊急対処事態 

⑷ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２条第１号に

規定する新型インフルエンザ等 

   
第３節 対象部局庁 

この指針の対象となる部局庁は、知事部局、会計事務局、企業局、病院局及び教育庁と

する。 

  
第４節 危機管理指針の改定 

社会情勢の変化、新たな法令の制定等により必要がある場合又は研修や訓練の結果及び

危機事象への対応により改善の必要性が認められた場合は、速やかにこの指針を見直す。 

 
第５節 その他 

この指針に定めるもののほか、危機管理について必要な事項は、別に定める。
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第２章 危機管理体制の構築 

 

第１節 全庁的な危機管理体制の整備 

防災・危機管理部は、全庁的な危機管理体制を構築するため、県全体の危機管理に係る

総合調整を行うなど、平常時から危機管理体制の充実強化に努めるとともに、各部局庁に

対し危機管理体制整備のための指導・助言を行う。 
また、防災・危機管理部は、危機事象が発生し、事業活動が中断した場合に、できるだ

け短期間に必要な業務を継続又は復旧させるため、あらかじめ業務継続計画（ＢＣＰ）を

整備する。 

 
第２節 各部局庁の危機管理体制の整備 

各部局庁は、危機事象の発生に備え、以下の体制整備を図る。 

１ 危機事象発生時の連絡及び情報収集・伝達体制の整備 

各部局庁は、迅速な初動対応を行うため、夜間・休日も含めた緊急連絡体制及び情報

収集・伝達体制並びに職員の非常参集体制等を整備する。 

また、緊急連絡名簿は、人事異動等を踏まえ、適宜修正する。 

 
２ 対応組織の整備 

各部局庁は、円滑に情報の共有や連絡調整、応急対策等を行うことができる組織体制

を整備する。 

 

３ 危機管理マニュアルの作成及び周知 

   各部局庁は、すべての職員が一丸となって対応できるよう、上記の連絡体制及び組織

体制並びに応急対策等を盛り込んだ危機管理マニュアルを整備し、危機事象発生時には

このマニュアルに基づき、速やかに対応する。 

また、この危機管理マニュアルを、職員に周知するとともに、庁内ネットワーク等を

活用し、常に確認できる状態にしておく。 

 
第３節 防災監会議 

１ 設置 

防災監等の情報共有を図るとともに、危機管理の推進に必要な対応方針等の協議・調

整を行うことにより、危機管理事務を円滑・的確に実施するため、「茨城県防災監会議
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設置要綱」に基づき、「茨城県防災監会議（以下「防災監会議」という。）」を設置する。 

 
２ 組織体制 

⑴ 防災監会議は、「別表２」に掲げる者で構成する。 

⑵ 議長は防災・危機管理部長を、副議長は防災・危機管理部次長（防災・危機管

理部防災監兼務）をもって充てる。 
⑶ 防災監会議には、議会事務局次長及び警察本部警備部警備課長の出席を求める

ものとする。 

 
３ 開催 

全庁的に重要な協議や調整が必要な場合、議長が招集する。 

 
４ 所掌事務 

⑴ 全庁的な危機管理の推進 
⑵ 危機管理に必要な事務の担当部局の協議・調整 

⑶ 国民保護対策本部等の決定に基づく具体的対応の検討及び必要な部局間の調整 

⑷ その他県の危機管理の推進のために特に必要とする事項 

 

５ 会議員の役割 

  会議員は、各部局庁の危機管理連絡責任者として、平常時は、各部局庁において危機

管理体制整備の推進を図るとともに、危機事象発生時には、各部（局庁）長の指示のも

と、部局庁が担当する応急対策の進行管理を行うとともに、関係部局庁や関係機関との

協議・調整を担う。 

○ 危機管理連絡責任者の分掌事務 

① 各部局庁における危機管理体制整備の推進（進行管理） 

② 危機事象発生時における各部（局庁）長の補佐 
③ 危機事象発生時における部局庁内外との連絡調整 

④ 危機事象に関する情報収集及び応急対策実施の進行管理 

 

第４節 危機管理連絡会議 

１ 設置 

危機事象に係る庁内の情報共有及び庁内連携に必要な協議・調整等を行うことにより、
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迅速かつ的確に応急対策を実施するため、「茨城県危機管理連絡会議設置要綱」に基づ

き、「茨城県危機管理連絡会議（以下「連絡会議」という。）」を設置する。 

 
２ 組織体制 

⑴ 連絡会議は、「別表３」に掲げる者で構成する。 

⑵ 議長は防災・危機管理課長を、副議長は消防安全課長をもって充てる。 

 
３ 開催 

平常時で全庁的に情報共有や連絡調整が必要な場合、議長が招集する。 

 
４ 所掌事務 

⑴ 情報の収集、分析及び共有 

⑵ その他県の危機管理の推進のために必要とする事項 

 

５ 会議員の役割 

  会議員は、関係部局庁の防災監及び関係課（室）長と連携し、関係機関との連絡調整

など、危機管理に係る対策を円滑に実施するために必要な事務を行う。 

 

第５節 危機管理対策本部 

１ 設置 

県民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある危機事象が

発生した場合において、全庁的な対策を実施する必要があると知事が認めるときは、「茨

城県危機管理対策本部設置要綱（以下「対策本部要綱」という。）」に基づき、茨城県

危機管理対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。  

 
２ 組織体制 

⑴ 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

⑵ 本部長は知事を、副本部長は副知事を、本部員は「別表４」に掲げる者をもって

充てる。 

⑶ 対策本部に部を置く（部の構成は、対策本部要綱のとおり）。 

⑷ 対策本部は、危機事象等の名称を対策本部名とすることができる。 
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３ 所掌事務 

⑴ 危機事象に関する情報収集及び分析 

⑵ 危機事象への対策についての決定及びその実施 

⑶ 関係機関との連絡調整 

⑷ その他対策本部において必要とする事項 

  

４ 事務局 

⑴ 対策本部には対策本部要綱第５条第１項の規定に基づき事務局を置き、事務局の

組織及び運営については、同条第２項の規定に基づき、茨城県災害対策本部事務局

の組織及び運営に関する規則を準用する。 

⑵ 危機事象に応じて専門的な知識等を有する対策班・チーム等が必要な場合には、

事務局長は、所管部（局庁）長と調整し、事務局組織に組み入れる。 

   【鳥インフルエンザ対策本部事務局の例】 

班名 主な役割 

○総括班 本部会議、事務局の運営、事務局各班間の連絡調整 

○対策班 各部及び関係機関との連絡調整、自衛隊等への応援要請等 

●防疫班 防疫対策全般の立案・進行管理、防疫に係る情報の収集等 

○広報班 広報活動・報道機関対応の実施、住民問合せへの対応等 

○視察要望班 国への要望・陳情、国の機関・議員等の視察対応 

●健康対策班 防疫措置を行う者に対する健康調査 

     ※ ○印：県災害対策本部事務局組織を活用 

       ●印：危機事象に応じて新たに編成 

 

第６節 平素からの備え 

１ 研修・訓練の実施 

各部局庁は、職員の危機管理能力の向上を図るため、危機管理マニュアルに基づき、

定期的に研修・訓練を実施する。 

 
２ 県民に対する啓発 

各部局庁は、所管する危機事象の発生防止、被害軽減、風評被害の防止等を図るため、

平常時から関係部局庁・関係機関と十分に連携し、県民に対して、危機事象が発生した
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場合の応急対応及び通報窓口等について普及・啓発を行う。 

 
３ 関係機関との連携 

各部局庁及び防災・危機管理部は、危機事象発生時に関係機関と緊密に連携し応急対

策を実施することが必要となることから、以下の事項について平常時から確認しておく。 

⑴ 関係機関の連絡先（担当者、電話番号等） 
⑵ 危機事象に関する情報共有及び連携方法等 

 

４ 資機材等の整備 

各部局庁は、危機事象への対応に必要な資機材、医薬品等を整備する。備蓄に適さな

い資機材等については、事前に関係業者等と協定を締結しておくなど、危機事象が発生

した場合に円滑に調達できる体制の構築に努める。 
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第３章 危機事象発生時の応急対策 

 

第１節 情報収集・体制の確立 

１ 迅速な連絡体制（「別紙１」参照） 

⑴ 危機事象が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その情報を入手した所管

課は、速やかに危機事象の概要を所管部局庁の長、防災監、企画室及び防災・危機

管理部に連絡する。 

【防災・危機管理部 防災・危機管理課（総務・危機管理グループ）連絡先】 

 電 話：０２９－３０１－２８７９（内線２８７９） 

ＦＡＸ：０２９－３０１－２８９８ 
⑵ 防災・危機管理部が危機事象に関する情報を入手した場合は、直ちに所管部局庁

に連絡する。 

⑶ 危機事象に関する報告を受けた防災・危機管理部長及び所管部（局庁）長は、速

やかに知事及び副知事に報告するとともに、対応方針等について協議・調整する。 

⑷ 所管部局庁が不明確な場合は、防災・危機管理部長と関係部（局庁）長で調整を

行う。 

 
２ 情報収集・管理 

⑴ 所管部局庁及び防災・危機管理部は、市町村、消防機関、警察本部、医療機関等

とも密接に連携し、速やかに情報収集を行うとともに、被害情報の早期把握、原因

究明に努める。 

なお、情報収集は、「別紙２」の様式により行う。 

⑵ 危機事象発生直後においては、入手した情報を速やかに報告することを第一とし、

順次以下の情報を収集する。 

危機事象の具体的内容、発生日時、場所、被害の発生状況、 

被害の拡大に関する予測、県及び関係機関の応急措置の状況、 

通報者、危機事象の発生原因 

⑶ 所管部局庁は、情報管理の担当者を定め、入手した情報や危機事象の進行状況、

応急対策の実施状況等の情報を一元的に管理するとともに、関係者間で情報を共有

する。 
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３ 会議の開催 

⑴ 危機事象により、全庁的に重要な協議・調整が必要な場合は、防災・危機管理部

長は、防災監会議を開催し、総合調整を行う。 

⑵ 危機事象により、全庁的な情報共有や連絡調整が必要な場合は、防災・危機管理

課長は連絡会議を開催し、情報共有や連絡調整を行う。 

⑶ 防災・危機管理部長は、会議の結果を踏まえ、被害及び対応状況等について知事

に定期的に報告し、指示を受ける。 

  
４ 対策本部の設置 

⑴ 県民の生命・身体・財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある危機事象

が発生した場合において、全庁的な対策が必要なときには、知事の指示により対策

本部を設置する。 

⑵ 対策本部を設置したときは、事務局長は、速やかに危機事象に応じて事務局組織

及び事務局員を決定する。 

⑶ 必要に応じ事務局組織に専門的知識等を有する対策班を組み入れる場合は、所管

部（局庁）長は、本部事務局に班を編成するための職員を派遣する。 

 
※ 全体的なフロー図については、「別紙３」のとおり。 

 

第２節 応急対策の実施 

所管部局庁は、防災・危機管理部及び関係機関と連携・協力し、下記により迅速かつ的

確に応急対策を実施する。 
また、対策本部を設置した場合は、対策本部事務局と各部局庁で連携し、応急対策を実

施する。 

１ 基本的な考え方 

所管部局庁は、県民の生命・身体・財産への被害を最小限に抑えることを最優先とし、

関係機関と協力して応急措置を行い、必要に応じて応援要請等を行う。 

 
２ 被害の拡大防止等 

⑴ 被害の拡大防止及び二次被害の防止 

所管部局庁は、危機事象に応じ、被害の発生や拡大を防止するため、立入禁止等

の必要な措置について検討を行い、関係機関と連携し、その措置を実施する。 
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また、必要な措置を実施する際には、二次被害を防止するため、対策要員の安全

確保に留意する。 
⑵ 危険性の除去 

危機事象が継続している場合は、所管部局庁は、関係機関と連携し、被害の拡大

防止や、二次被害の防止に留意しながら、早急な原因の除去に努める。 

 
３ 健康相談等の実施 

危機事象の発生による健康不安や心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等が予想され

る場合は、所管部局庁は、市町村と連携し、健康相談窓口等を設置する。 

 
４ その他の措置 

所管部局庁は、関係機関と連携し、必要に応じて緊急輸送、医療救護、飲料水・飲食

物の摂取制限等の措置を実施する。 

  
第３節 広報の実施 

所管部局庁及び防災・危機管理部は、危機事象発生時の混乱を防止し、県民等の安全・

安心を図るため、被害状況や応急対策の実施状況等について、総務部報道・広聴課と連携

し、報道機関やホームページ等あらゆる手段を活用して、県民等に情報を提供する。 

 
第４節 県民等からの問い合わせへの対応 

所管部局庁及び防災・危機管理部は、必要に応じ、県民等からの問い合わせに対応する

ため、関係部局、関係機関等と連携し、専用電話を備えた窓口の設置及び人員の配置等の

体制を整備する。 
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第４章 事後対策 

 

第１節 安全確認 

所管部局庁は、応急対策が概ね終了したと認められるときは、防災・危機管理部その他

関係機関と連携し、速やかに危機事象発生現場周辺の安全確認を行う。 

また、所管部局庁は、安全が確認されたときは、報道機関やホームページ等あらゆる手

段を活用して、広く県民に周知する。 

 
第２節 復旧対策 

所管部局庁は、防災・危機管理部と連携し、危機事象発生後の県民生活や地域の社会経

済活動が早期に回復するよう、可能な限り迅速かつ的確な復旧対策を推進する。 

１ 各種制限措置の解除 

所管部局庁は、危機事象発生現場の安全が確認されたときは、関係機関と連携し、立

入制限等の各種制限措置を解除する。 

 
２ 健康影響等の軽減 

所管部局庁は、健康相談等を引き続き実施するとともに、必要に応じて、住民の健康

調査及び巡回相談等を行い影響の軽減に努める。 
 

３ 風評被害の防止・軽減 

所管部局庁は、風評被害の発生が見込まれるときは、あらゆる手段を講じて県内外へ

安全性を広報することにより、風評被害の未然防止及び軽減に努める。 

 

４ 経済・社会の機能回復 

所管部局庁は、経済や社会の機能が損なわれたときは、関係機関と連携し、速やかな

機能回復を図る。 

 
第３節 再発防止策の検討・実施 

所管部局庁は、危機事象発生の原因を究明し、課題を整理したうえで、再発防止策を検

討・実施する。また、再発を防止するために必要と認められるときは、所管部局庁は、国

等に対し要望を行う。 
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第４節 対応の検証 

所管部局庁は、緊急連絡や応急対策についての評価、問題点の抽出及び改善策の検討を

行い、必要に応じて危機管理体制及び危機管理マニュアルを修正する。 

 

 
 



１　県民の生活に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事故・事件等

○　感染症、医薬品、毒劇物、大規模な食中毒等による健康危機事象

○　水源地の汚染、食品の安全に関する重大な懸念の発生

○　重大な農畜伝染病の発生

○　放射性物質、毒劇物等の大量盗難

○　県管理施設（県有建物、港湾等）における重大事件・事故の発生

○　ライフライン（電気、ガス、上下水道）に係る異常事態の発生

○　海外において、県民が戦争、テロ、大規模な災害等に巻き込まれた場合

２　県民等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある

　事件・事故等（災害対策基本法等に規定する事象を除く）

○　ハイジャック、バスジャック、シージャック

○　大規模集客施設等における重大な事件・事故

○　危険物、ガス、毒劇物、火薬類の流出

（別表１）

茨城県危機管理指針において対象とする危機事象の例
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（議長） 防災・危機管理部長

（副議長）
防災・危機管理部次長（防災・
危機管理部防災監兼務）

（防災監） 総務部次長

政策企画部次長

県民生活環境部次長　

保健医療部次長　

営業戦略部次長 ※ 次長が複数いる部（庁）にあっては、

立地推進部次長 　　防災監の発令を受けている次長

福祉部次長 ※ 防災監会議には、議会事務局次長

産業戦略部次長 　　及び警察本部警備部警備課長の

農林水産部次長　 　　出席を求める。

土木部次長

会計事務局会計管理課長

企業局次長

病院局長

教育庁総務企画部長

（別表３）

危機管理連絡会議員名簿

（議長） 防災・危機管理部 （本部長） 知事

防災・危機管理課長 （副本部長） 副知事

（副議長） 防災・危機管理部 （本部員） 総務部長

消防安全課長 政策企画部長

（会議員） 総務部総務課企画監 県民生活環境部長

政策企画部政策調整課企画監 防災・危機管理部長

県民生活環境部生活文化課企画監 保健医療部長

防災・危機管理部防災・危機管理課企画監 営業戦略部長

保健医療部保健政策課企画監 立地推進部長

営業戦略部営業企画課企画監 福祉部長

立地推進部立地推進課企画監 産業戦略部長

福祉部福祉政策課企画監 農林水産部長

産業戦略部産業政策課企画監 土木部長

農林水産部農業政策課企画監 知事公室長

土木部監理課企画監 会計管理者

会計事務局会計管理課会計指導室長 企業局長

企業局企画経営室長 病院事業管理者

病院局経営管理課企画室長 議会事務局長

議会事務局総務課長 教育長

教育庁総務課教育企画監 警察本部長

警察本部警備部警備課長

（別表４）

危機管理対策本部員名簿

（別表２）

防災監会議員名簿
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危機事象発生初動時の情報連絡体制
（別紙１）

※　　　　　は各部局庁において危機事象を把握した場合の連絡系統

　　　　　　 は国・消防本部・警察などから連絡があった場合の連絡系統

通報・覚知

危機事象発生(発生事業所、市町村、医療機関、学校、県民等)

防災・危機管理部
防災・危機管理課
総務・危機管理グループ
（内線２８７９）

防災・危機管理部長

報 告

所管部局庁

所管課

部（局庁）長

幹事課総務Ｇ

報 告

知事，副知事

防災監

国（内閣官房・消防庁等）・
警察・消防本部等

連 絡

連 絡
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（別紙２）

第　　　　　報

 令和　 　年　　 月
日

              時
分

　課・室

　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分

（　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分　）

死      者　　　　　　　　人 負　傷　者　　　　　　　　人

　　入　院　　　　　　　  人

行方不明者　　　　　　　　人 　　入院外　　　　　　　　人

合      計　　　　　　　　人

物的被害
の状況

その他
被害の状況

危機事象（　発生　・　発生見込　・　可能性情報　） 報　告　日　時

その他参考事項

所　属　部　署　　　　　　　　に関する報告

報　告　者　名

被害の
状況

人的被害の
状況

危機事象の概要

電話番号（内線）

受信者
（所属・職氏名）

発生（見込）場所

発生（見込）日時

（覚知日時）

通報者
所属・氏名
連絡先等

危機事象の発生原因等

応急対応の実施状況

今後の被害拡大の予測
（応援等の必要性）
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（別紙３）

危機管理対応フロー図

危機事象発生

危機管理対策本部の設置 各部局庁での対応

※防災監会議，危機管理連
絡会議は必要に応じて開催
し，総合調整及び情報共有
等を行う。

所管部局庁が明確 所管部局庁が不明確

防災・危機管理部長と
関係部（局庁）長との調整

被害が甚大で全庁的対応が必要 ｏｒ 不必要

全庁的対応が必要 全庁的対応は不必要

防災監会議，危機管理連絡会議の開催
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茨城県危機管理対策本部設置要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 県民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある危機事象（次の 

各号に掲げる事象を除く。）が発生した場合において、全庁的な対策を実施する必要があると知 

事が認めるときは、茨城県危機管理対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事象については、それぞれの法律による県の計画 

に基づき対応する。 
 (1) 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災害 

 (2) 石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）第２条第３号に規定する災害 

 (3) 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確

保に関する法律（平成１５年法律第７９号）第２条第２号及び第３号に規定する武力攻撃事態

等及び第２２条第１項に規定する緊急対処事態 

 (4) 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２条第１号に規定する

新型インフルエンザ等 
 
 （所掌事務） 
第２条 対策本部は、次の事項を所掌する。 
(1) 危機事象に関する情報の収集及び分析 
(2) 危機事象への対策についての決定とその実施 
(3) 関係機関との連絡調整 
(4) その他対策本部において必要とする事項 

 
 （組織等） 
第３条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 
２ 本部長は知事を、副本部長は副知事をもって充てる。 
３ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 
(1) 茨城県行政組織規則（昭和４２年茨城県規則第４６号）第１３条第１項及び第２項に規定す

る部長 
 (2) 会計管理者 

 (3)  企業局長 

(4) 病院事業管理者 

 (5) 議会事務局長 

 (6)  教育長 

 (7)  警察本部長 

 (8)  その他知事が指定する職にある者 

４ 本部長は、対策本部を代表し、対策本部を総括する。 
５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 
６ 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。 
 
 （会議） 
第４条  対策本部の会議（以下「本部会議」という。）は、本部長、副本部長及び本部員をもって 

構成する。 
２ 本部会議は、危機事象への応急対策に関する重要な事項について審議決定し、その実施を推進 

する。 
３ 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。 
４ 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させ、意見を求める 

ことができる。 
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  （本部事務局の設置） 
第５条 対策本部に本部事務局（以下「事務局」という。）を置く。 
２ 事務局の組織及び運営については、茨城県災害対策本部事務局の組織及び運営に関する規則（昭 

和５８年茨城県規則第１７号。以下「規則」という。）第２条から第７条までを準用する。 
３ 事務局長は、必要があると認めるときは、前項において準用する規則第２条に規定する事務局 

の組織及び分掌事務（以下「組織等」という。）を、危機事象の状況等に応じた組織等に編成す 

ることができる。 
 
  （部の設置） 
第６条 対策本部に部を置く。 
２ 部の組織及び分掌事務は、茨城県災害対策本部条例施行規則（昭和５８年茨城県規則第１６号） 

第６条から第８条までを準用する。 
 
  （対策本部の名称） 
第７条 対策本部において取り扱う危機事象の名称を、「茨城県危機管理対策本部」の名称に代え 

て本部名とすることができる。 
２ 前項に規定する対策本部の運営等は、本要綱に基づき行うものとする。  
 
 （庶務） 
第８条 対策本部の庶務は、防災・危機管理課において処理する。 
 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定め 

る。 
 
   付 則 
 この要綱は、平成１３年１１月８日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
      付 則 
 この要綱は、平成２０年９月３０日から施行する。 
      付  則 
  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
      付  則 
  この要綱は、平成２６年１０月９日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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茨城県防災監会議設置要綱 
 （設置） 
第１条 防災監等の情報共有を図るとともに、防災・危機管理の推進に必要な対応方針等の協

議・調整を行うことにより、防災・危機管理事務を円滑・的確に実施するため、「茨城県防災

監会議」（以下「防災監会議」という。）を設置する。 
 
 （構成） 
第２条 防災監会議は、防災・危機管理部長及び防災監で構成する。 
２ 議長には防災・危機管理部長を、副議長には防災・危機管理部次長（防災・危機管理部防災

監兼務）をもって充てる。 
３ 防災監会議には、議会事務局次長及び警察本部警備部警備課長の出席を求める。 
 
 （防災監会議の運営） 
第３条 防災監会議は、議長が必要に応じて招集し、主宰する。 
２ 議長は、防災監会議を代表し、防災監会議を総括する。 
３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。 
４ 議長は、必要があると認めたときは、防災監会議に前条各項以外の者を出席させ、意見を求

めることができる。 
 
（所掌事務） 
第４条 防災監会議は、次の事項を所掌する。 
 (1) 全庁的な防災・危機管理の推進に関すること 

 (2) 防災・危機管理に必要な事務の担当部局の協議・調整に関すること 

 (3) 災害対策本部等の決定に基づく、具体的対応の検討及び必要な部局間の調整に関すること 

 (4) その他、県の防災・危機管理の推進のために特に必要なこと 

 
 （庶務） 
第５条 防災監会議の庶務は、防災・危機管理課において処理する。 
 
 （委任） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、防災監会議の運営に関し必要な事項は、防災・危機管理

部長が別に定める。 
 
   付 則  
 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
   付 則  
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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茨城県危機管理連絡会議設置要綱 
 （設置） 
第１条 危機事象に係る庁内の情報共有及び庁内連携に必要な協議・調整を行うことにより、迅速

かつ的確に応急対策を実施するため、茨城県危機管理連絡会議（以下「連絡会議」という。）を

設置する。 
 （構成） 
第２条 連絡会議は、議長、副議長及び会議員をもって構成する。 
２ 議長には防災・危機管理課長を、副議長には消防安全課長をもって充てる。 
３ 会議員には次に掲げる者をもって充てる。 
(1) 各部幹事課企画監 

(2)  会計事務局会計管理課会計指導室長 

 (3)  企業局企画経営室長 

 (4)  病院局経営管理課企画室長 

 (5)  議会事務局総務課長 

 (6)  教育庁教育企画監 

 (7)  警察本部警備部警備課長 

 （連絡会議の運営） 
第３条 連絡会議は、議長が必要に応じて招集し、主宰する。 
２ 議長は、連絡会議を代表し、連絡会議を総括する。 
３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。 
４ 議長は、必要があると認めたときは、連絡会議に会議員以外の者を出席させ、意見を求めるこ 

とができる。 
  （所掌事務） 
第４条 連絡会議は、次の事項を所掌する。 
 (1) 情報の収集、分析及び共有に関すること 
 (2)その他危機管理の推進のために必要なこと 

 （庶務） 
第５条 連絡会議の庶務は、防災・危機管理課において処理する。 
 （委任） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、防災・危機管理課長

が別に定める。 
   付 則 
 この要綱は、平成２０年９月３０日から施行する。 
      付 則  
 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 


